
令和４年度　第２次評価対象事業一覧（評価シート抜粋）

評価事業／決算額 事業目的等
所管課が課題と

考える内容

所管

評価
評価の視点 頁

庄原市運転免許返納高

齢者支援事業／917千

円

総務部危機管理課

　平成10年４月にスター

トした「運転免許自主返

納制度」の活用が求めら

れていることから、庄原

市運転免許返納高齢者支

援事業を実施し、運転免

許を自主返納した高齢者

の外出を支援する。

　自主返納者全てが本制度を利

用する実情にあるとは限らない

が、返納者に対する助成券の交

付は、率にして令和３年度で約

87％に上っており、概ね認知さ

れていると評価できる。

　しかしながら、本要綱は、本

年度末で失効するため、次年度

以降の制度継続、及び内容、施

行期間の検討が必要である。

現

行

ど

お

り

　自主返納した高齢者の日常の移動について

は、相応の不便が生じることとなるため、外

出支援を目的に令和２年度から本要綱を施行

した。

　本要綱は、本年度末をもって失効するた

め、今後も事業実施すべきであるか事業のあ

り方について意見を求める。

９

・

10

庄原市高齢者世帯雪下

ろし支援事業補助金／

50千円

生活福祉部高齢者福祉

課

　高齢者世帯の雪下ろし

に対する支援として、予

算の範囲内で補助金を交

付し、高齢者の降雪期に

おける在宅での安心な生

活を確保し、その福祉の

増進を図る。

　本市の人口推計では、75歳以

上高齢者人口は、今後、増加傾

向にあり、在宅高齢者世帯も増

加することが予想されている。

　本事業は、豪雪地域に暮らす

高齢者の安全・安心な生活を確

保するために必要な事業であ

り、事業の終期（令和５年３月

31日）の延長が必要である。

現

行

ど

お

り

　在宅医療・介護が推進される中、今後、在

宅で生活する高齢者が増加することが予想さ

れている。現行要綱は、令和４年度末で事業

を終了することとしているが、高齢者世帯等

が降雪期においても住み慣れた自宅で、安

全・安心な生活を送ることができるよう、雪

下ろしの負担を軽減する本事業は、今後も必

要性が高い事業であると考える。

17

・

18

庄原市創業サポート補

助金／3,750千円

企画振興部商工観光課

　市内で創業又は第二創

業する中小企業者等に対

し、予算の範囲内で庄原

市創業サポート補助金を

交付し、市内での創業を

拡大させ、市内経済の活

性化を図る。

　本補助金は、審査会を経て交

付決定を行うため事業着手が10

月となり事業実施期間が短い。

　また、旧市町の区域では、別

に定める「庄原市まちなか活性

化補助金」によって支援を実施

しており、店舗の設置場所に

よって、審査会の有無や、補助

額、補助対象事業の内容等が異

なっている状況にある。

拡

充

　市内での創業は、地域経済の活性化や雇用

の創出につながり、経済効果が高い。

　令和４年度末で補助金交付要綱が失効す

る。コロナ禍で経済情勢は厳しいが、都市部

から移転しての創業や、現行業種からの転換

等を検討する者もあり、創業に対する支援は

継続して実施すべきと考える。

　補助対象業種の拡充も含めた検討が必要で

ある。

59

・

60

庄原市まちなか活性化

補助金／3,658千円

企画振興部商工観光課

　まちなかの空き店舗等

を活用して、活性化事業

を実施するものに予算の

範囲内で補助金を交付

し、まちなかの活性化及

びにぎわいを再生するこ

とを目的とする。

　交付決定までの過程、補助

額、補助対象事業の内容におい

て上述の「創業サポート補助

金」との均衡がとれていないた

め、創業に対する支援策の一本

化を検討する必要がある。

　また、補助対象の業種が限ら

れているため、対象業種の拡充

も含めた検討が必要である。

拡

充

　まちなかの空き店舗を活用した創業及びま

ちなかの既存店舗を改装した事業継続は、ま

ちなかの活性化、賑わいの再生につながる。

　地域活性化の視点では、現行の「まちな

か」のみを補助対象地域とすることについて

整理が必要である。

　令和４年度末で補助金交付要綱が失効する

が、コロナ禍や物価・エネルギー高騰等で経

済情勢が厳しい中でも、創業や事業継続のた

めの改装を検討する事業者もあり、同様の支

援策は継続して実施すべきと考える。

61

・

62

庄原市住宅リフォーム

支援事業補助金／

10,204千円

環境建設部都市整備課

　市内建築関連事業者の

受注機会の増加を図り、

地域経済の振興に資する

ことを目的とする。

　補助率が低いことに加え、小

規模改修に限定される内容であ

るため、補助率と限度額を拡充

することにより、利用者の増加

を見込むことができると考え

る。

　なお、要綱の期限が令和５年

３月31日までとなっており、利

用者の希望や申請状況を踏ま

え、期限延長が必要と考える。

拡

充

　年間10,000千円以上の予算執行を行ってお

り、補助率から考えると100,000千円の経済効

果が見込まれる。

　広島県建設労働組合などから制度の期限延

長や補助金額の引き上げ等の要望もあり、制

度拡充の検討が必要であることから、本事業

の実施について意見を求める。

77

・

78




